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 オーストラリアは、日本にとって資源をはじめとする重要な貿易相手国であり、

友好国であることから、従来以上に対豪投資を促進することは、日豪関係強化とい

う観点からも重要であると考える。しかしながら、現在、対日支払配当に対する配

当源泉税および、日本から融資を行った際に生じる支払利子に対する利子源泉税の

税率が他国に比べて高いことから、日本企業による対豪投資の大きな阻害要因とな

っている。 

 

 こうした中、オーストラリアでは、投資の拡大・二国間の関係強化を視野に入れ、

2003年にアメリカと、2004年にはイギリスとそれぞれ配当源泉税の減免・利子源泉

税の免除を含む租税条約の改定が行われている。 

 

 現在、対日支払配当に対する配当源泉税は15％、日本からの融資の支払利子に対

する利子源泉税については10％と高い税率になっているのに対して、アメリカ、イ

ギリスは、配当源泉税の減免（税率０～５％）、利子源泉税においては免除となって

いる。 

 

 そこで、全豪日本商工会議所連合会としては、日本の対豪投資拡大、ひいては日

豪関係強化を図るため、日豪間においてもアメリカ、イギリスと同様の配当源泉税

の減免を含む、日豪租税条約の早期改定を強く要望するものである。 
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